
（参考：第７次・第９期における基本目標） 

１．地域共生社会の実現に向けた地域包括ケアシステムの

深化・推進と生活支援の充実 

高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域

で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支

援・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構築を推進してきました。 

地域包括ケアシステムを円滑的に運用するためには多機関が協働する必要があり

ます。その中核となる地域包括支援センターでは、年々相談支援件数が増加しており、

関係機関との連携も進んできています。 

今後、「地域共生社会」の実現に向けて、制度・分野の枠や、「支える側」、「支えら

れる側」という従来の関係を超えて、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生

きがいや役割をもち、助け合いながら暮らしていくことのできる、包摂的なコミュニ

ティ、地域や社会を目指します。 

また、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、高齢者の外出頻度や地域活動への

参加の減少など、日常生活が大きく変化している中で、すべての高齢者が取り残され

ることのないよう、地域全体で見守り、支援していく地域づくりを目指します。 

 

２．介護予防と生きがいづくり・社会参加の促進 

国は、2040（令和 22）年までに健康寿命を３年以上延伸することを目標に掲げ

ており、そのためには介護予防のさらなる推進が必要です。 

高齢者が生きがいを持ち、健康の維持・増進と、介護予防の推進を図るため、それ

まで培った技能や技術を発揮し、社会のなかで役割を担いながら地域共生社会の一員

として活躍ができる、健康長寿の社会づくりを目指します。 

また、心身機能が低下し、生活習慣病、要介護状態にならないように、介護予防・

重度化防止、フレイル予防のための事業を展開します。 

 

３．認知症施策の推進 

  国内の認知症の人は年々増加傾向にあり、2025（令和７）年には高齢者の５人に

１人が認知症になると言われる中、2023（令和５）年６月 14日、認知症の人が希

望を持って暮らせるよう、国や自治体の取り組みを定めた「共生社会の実現を推進す

るための認知症基本法」が参議院本会議で可決・成立しました。認知症の人を含めた

国民一人ひとりが個性と能力を十分に発揮し、互いに人格と個性を尊重しつつ支え合

いながら共生する社会の実現を目指し、基本理念として様々な項目が掲げられていま

す。 

今後も、認知症高齢者の尊厳が守られ、安心して生活できる地域づくりをめざし、



認知症に対する知識と理解が市民全体に広まるよう、あらゆる機会を活用して認知症

に関する啓発の推進を図ります。 

また、認知症予防に資する可能性のある活動、早期発見・早期対応及び介護者の負

担軽減、チームオレンジの構築等を推進することにより、認知症になっても希望を持

って日常生活を過ごせる社会を目指します。 

 

４．介護保険事業の充実 

今後、後期高齢者が増加していくなか、要介護・要支援認定者数も増加することが

見込まれており、介護保険サービスの需要が大きくなります。そのほか、一人暮らし

の方や高齢者のみの世帯が増加することで、これまで以上に生活支援に関するサービ

スの需要も高まります。 

また、今後も介護保険制度を巡る環境が刻々と変化することが予想されることから、

制度への理解を深め、健全な運営を進めるとともに、ケアマネジメントの質の向上や

給付の適正化を進め、サービスを必要とする高齢者に必要なサービスが提供され、持

続可能性のある提供体制の確保と制度運営を目指します。 

さらに、高齢化率の上昇に伴い、介護職員の不足が見込まれる中で、介護人材の確

保や、介護分野の生産性向上に資する様々な支援・施策の情報を介護事業者に提供し、

いつまでも地域で安心して暮らせる体制を構築していきます。 

 


